
富山湾における「うねり性波浪」対策検討技術委員会 

 

委員会の設置目的 

                 
 
 平成２０年２月２３日から２４日にかけて、発達した低気圧の影響により北

日本の日本海側地域を中心に、高波や暴風による被害が相次いだ。 
富山県内では、波に流されるなどして２人が死亡、家屋や倉庫等の損壊・浸

水は約３００棟にのぼったほか、沿岸部では海岸や漁港、そして港湾施設にも

大きな被害が発生した。 
 
 港湾施設については、伏木富山港の伏木地区の北防波堤で、全長１５００ｍ

のうち約８００ｍにわたって最大で１２メートル陸地側へ押し込まれる被害を

受けたほか、臨港道路や、港湾緑地で冠水による被害をうけるとともに、同港

新湊地区においても防波堤が一部決壊したほか、岸壁・物揚場・護岸で上部工、

車止めや防舷材等に、臨港道路や緑地で冠水による被害を受けた。 
 
 富山湾を襲い、港湾施設にも被害をもたらした今回の波浪は、国土交通省港

湾局の全国波浪観測情報網（ナウファス）の観測データによると、通常より長

い周期を持つ「うねり性波浪」であり、この波浪が断続的に来襲したことが確

認されている。 
 この「うねり性波浪」は地元で「寄り回り波」と呼ばれている。「寄り回り波」

は日本海北部の暴風域で発生・成長したうねりが、長い距離を伝播して富山湾

へ到達するものであり、あたかも各地を寄って回るように来襲するため古くか

ら「寄り回り波」と言われている。 
 
 本委員会は、港湾施設等に多大な被害を与えた「うねり性波浪」の対策を北

陸地方整備局港湾空港部と富山県が共同で検討するものであり、今回の被災状

況および波浪等の気象海象を取りまとめ整理するとともに、観測データの解析

等を通じて富山湾における「うねり性波浪」の特性把握と港湾施設被災のメカ

ニズムを明らかにし、今後の対応策について技術的な検討を行うことを目的と

して設置するものである。 
 


